
 

 

 
 
 
 

大 阪 府 個 人 情 報 保 護 条 例 の 運 用 状 況 
       （平成２６年度） 

 

 
 

   １ 個人情報取扱事務の登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

    ２  個人情報の取扱いに関する個人情報保護審議会への諮問・・・・・・・  １ 

    ３  個人情報の開示請求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

４ 個人情報の訂正請求及び利用停止請求等・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

   ５ 指定管理者の取り扱う個人情報に係る開示請求等・・・・・・・・・・  ３ 

   ６ 不服申立ての処理状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

   ７ 口頭の請求による即時開示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

  ８ 事業者が取り扱う個人情報の保護に関する苦情相談等の状況・・・・・  ５ 
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１ 個人情報取扱事務の登録 

各実施機関において、個人情報を取り扱う事務について、個人情報取扱事務の名称及び目的並びに

取り扱う個人情報の対象者の範囲、記録項目及び収集先等を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成

し、府政情報センターで閲覧に供した。 

 

担 当 部 局 名 件 数 

知 事  ２，０２４

担

当

部

局

別

内

訳 

大 阪 府 市 大 都 市 局 １

政 策 企 画 部 １０２

総 務 部 ３６

財 務 部 ２５

府 民 文 化 部 １３５

福 祉 部 ４６０

健 康 医 療 部 ２８４

商 工 労 働 部 ２７８

環 境 農 林 水 産 部 ３４７

都 市 整 備 部 １８９

住 宅 ま ち づ く り 部 １６１

会 計 局 ６

教 育 委 員 会 １８１

選 挙 管 理 委 員 会 １５

人 事 委 員 会 １

監 査 委 員 ２

公 安 委 員 会 ４

労 働 委 員 会 ３

収 用 委 員 会 ２

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 ０

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 ０

警 察 本 部 長 ２００

公 立 大 学 法 人 大 阪 府 立 大 学 ６０

地方独立行政法人大阪府立病院機構 ９０
地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所 １０
地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 ２６

合     計 ２，６１８

 

２ 個人情報の取扱いに関する個人情報保護審議会への諮問 

条例では、個人情報は本人から収集することなどを原則としているが、個人情報保護審議会の承認

を得て例外的取扱いをしている。平成２６年度は５件（知事４件、地方独立行政法人１件）について

承認された。 

（注）１件の諮問において、複数の承認を求めている場合があるので、事項別内訳の合計が諮問の件数を上回る。 

諮問事項 
2 5 年 度 
から繰越 

26 年度 
諮 問 

26 年度 
答 申 

答申の内訳 

承認  不承認  

件      数 １ ４ ５ ５ ０ 

 
事
項
別
内
訳 

本人収集の原則の例外 
（７条３項７号） 

０ ０ ０ ０ ０ 

センシティブ情報の収集禁止原則
の例外（７条５項） 

０ ０ ０ ０ ０ 

目的外利用・提供禁止原則の例外 
（８条１項９号） 

１ １ ２ ２ ０ 

オンライン結合による個人情報の 
外部提供禁止の例外（８条３項） 

０ ４ ４ ４ ０ 
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３ 個人情報の開示請求 

 

［請求件数］ 

府の行政機関が保有する個人情報に関し１，０２９件（うち取下げ６件）の開示請求があり、この

うち取下げを除く１，０２３件に対し、１，０３９件の決定を行った（１件の公開請求について複数

決定が行われることがあるため、取下げを除く請求件数より決定件数が多くなっている。）。その内訳

は、全部開示決定が８２９件と最も多く、次いで部分開示決定（一部開示）が１８６件、不存在によ

る非開示決定が１８件となっている。 

 

区         分 26年度（件） 25年度（件） 

個人情報開示請求の件数 １，０２９ ６８３ 

請 求 者 別 

内   訳 

本人からの請求 ７６５ ５０３ 

法定代理人からの請求 ２６４ １８０ 

個人情報開示請求の取下げ件数 ６ ２ 

個人情報開示請求の件数（取下げ件数を除く。） １，０２３ ６８１ 

実施機関の決定の件数 １，０３９ ７１５ 

決定内容別 

内   訳 

全部開示 ８２９ ４８４ 

部分開示 １８６ ２０５ 

全部非開示 ６ ５ 

不存在による非開示 １８ ２１ 

存否応答拒否による非開示 ０ ０ 

適用除外による非開示 ０ ０ 

要件不備による非開示 ０ ０ 

本人との利益相反による非開示（却下） ０ ０ 

 

（注）１ １件の開示請求について複数の決定が行われる例 

・１件の開示請求について、対象となる行政文書がある項目とない項目が含まれているため、開示・非開示

等の決定と不存在による非開示決定を行う場合 

・文書を管理している室課所ごとに決定を行う場合 

２ 非開示決定の内容 

○ 部分開示（一部非開示）：請求者以外の個人のプライバシー情報や法人の正当な利益を害する情報などの

非開示情報が記載されていることを理由として対象となる個人情報の一部を非開示として、他の部分は開示

する決定。 

○ 不存在による非開示：行政文書の保存期間が経過しすでに廃棄した場合や作成又は収受していない場合な

ど、請求された個人情報が存在しないことを理由とする非公開決定。 

○ 存否応答拒否による非開示：請求された個人情報が存在しているか否かを答えるだけで非開示情報が明ら

かになることを理由として、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否する決定。（第１６条） 

○ 適用除外による非開示：刑事事件や少年保護事件に係る個人情報や刑事訴訟に関する書類及び押収物につ

いては、開示請求に係る規定を適用しないこととされていることを理由とする非開示決定。（第４６条） 

○ 要件不備による非開示：請求された個人情報を特定するに足りる事項の記載がない等の開示請求の要件を

満たさないことを理由とする非開示決定。（第１７条第１項、第２項） 

○ 本人との利益相反による非開示（却下）：未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって行う

開示請求について、本人の利益に反すると認められることを理由に却下する決定。（第１２条第２項ただし

書） 
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［非開示事由の適用状況］ 

非開示決定（不存在による非開示及び適用除外による非開示を除く。）の非開示事由としては、公

共安全支障情報を理由とするものが１５４件と最も多く、次いで、事務執行支障であることを理由と

するものが１４４件となっている。 

 

区 分 非 開 示 理 由 
２６年度

（件） 

開示しない 

ことができる情報 

法人等情報（１４条１項１号、２項１号） ３ 

意思形成支障情報（１４条１項２号、２項１号） ０ 

事務執行支障情報（１４条１項３号、２項１号） １４４ 

評価等情報（１４条１項４号、２項１号） １４ 

公共安全支障情報（１４条１項５号、１４条２項２号、

１４条２項３号） 

１５４ 

本人安全支障情報（１４条１項６号） ０ 

本人権利利益侵害情報（１４条１項７号） ３ 

開示しては 

ならない情報 

第三者の個人情報（１３条１号） ８４ 

法令秘情報（１３条２号） ０ 

法定受託事務情報（１３条３号） ０ 

部分開示＋全部非開示＋存否応答拒否による非開示の件数 ２１０ 

     （注）１件の決定について複数の理由が該当する場合があるため、非公開の総数より非公開理由別の 

         件数が多くなっている。 

 

 

４ 個人情報の訂正請求及び利用停止請求等 

平成２６年度において、個人情報の訂正請求はなく、利用停止請求は１件あった。 

 

 

５ 指定管理者の取り扱う個人情報に係る開示請求等 

指定管理者による公の施設の管理に係る個人情報については、当該公の施設を所管する実施機関

（指定実施機関）に対して、開示、訂正及び利用停止の請求ができることとされているが、平成２６

年度は、開示、訂正、利用停止とも請求がなかった。 

 

 

６ 不服申立ての処理状況 

開示請求等に対する実施機関の決定について、平成２６年度に諮問のあった不服申立ては１０件で

あった。 

不服申立ては、個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して再決定等の処理を行うこととな

っており、平成２６年度においては、前年度以前の諮問事案も含め３件の答申が行われた。 

 

区  分 

 

取下げ 

件 数 

処 理 件 数 
答申待ち

の 件 数 計 認容 
一部 

認容 
棄却 却下 

２３年度の諮問事案 ３件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ３件 

２４年度の諮問事案 １件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 １件 

２５年度の諮問事案 ７件 ０件 ２件 ０件 ０件 ２件 ０件 ５件 

２６年度の諮問事案 １０件 １件 １件 ０件 １件 ０件 ０件 ８件 

係属事案計 ２１件 １件 ３件 ０件 １件 ２件 ０件 １７件 
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７ 口頭の請求による即時開示 

試験の開示などその内容が定型的であらかじめ開示に関する判断を一律に行うことができ、一度に

多くの請求が見込まれるものについては、口頭での請求に対し即時開示を行っている。 
平成２６年度は、９種の試験に対し、３４，８８２件の即時開示を行った。 

 

試験等の名称 ２６年度（件） 

歯科技工士試験 ２７ 

登録販売者試験 ２２ 

クリーニング師試験 ６ 

採石業務管理者試験 １ 

狩猟免許試験 １１ 

大阪府立高等職業技術専門校入校選考試験 ３ 

大阪府立高等学校入学者選抜 ３４，６５３ 

大阪府立知的障がい高等支援学校職業学科入学者選抜 ２２ 

大阪府立大学工業高等専門学校入学者選抜 １３７ 

           計 ３４，８８２ 

 

（参考）口頭により開示請求ができる個人情報 

口頭により開示請求を行うことができる個人情報の項目 口頭により開示請求を 
行うことができる期間 

口頭により開示請求

を行うことができる

場所 試験等の名称 開示する内容 

行政書士試験 短答式試験及び論述試験の 
得点 

合格発表の日から５年間 
随時 市町村課 

歯科技工士試験 総合得点、科目別得点、 
100点換算の得点 

合格発表の日の翌日から 
１月間 

保健医療室 
健康づくり課 

毒物劇物取扱者試験 総合得点、科目別得点、 
合格基準 合格発表の日から２週間 薬務課 

登録販売者試験 総合得点、科目別得点 合格発表の日から２週間 薬務課 

クリーニング師試験 科目別得点、合格点 合格発表の日から１月間 環境衛生課 

採石業務管理者試験 総合得点、科目別得点 合格発表の日から１月間 中小企業支援室 
経営支援課 

砂利採取業務主任者試験 総合得点、科目別得点 合格発表の日から１月間 中小企業支援室 
経営支援課 

家畜人工授精師養成講習

会修業試験 総合得点、科目別得点 合格発表の日から２月間 動物愛護畜産課 

狩猟免許試験 知識試験及び技能試験の得点、

適性試験の適否 合格発表の日から１月間 動物愛護畜産課 

環境農林水産総合研究所 
農業大学校入学試験 

総合得点、科目別得点、 
総合順位 

合格発表の日から 
３月３１日まで 

環境農林水産 
総合研究所 

技能検定 総合得点、科目別得点 合格発表の日から１月間 雇用推進室 
人材育成課 

職業訓練指導員試験 総合得点 合格発表の日から１月間 雇用推進室 
人材育成課 

大阪府立守口高等職業 

技術専門校入校選考試験 

選考の順位並びに学科試 

験及び面接試験の得点 合格発表の日から３月間 大阪府立守口高等 

職業技術専門校 

大阪府立芦原高等職業 

技術専門校入校選考試験 
選考の順位並びに学科試験、面

接試験及び適性検査の得点 
合格発表の日から３月間 大阪府立芦原高等 

職業技術専門校 
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大阪府立東大阪高等職業 

技術専門校入校選考試験 

選考の順位並びに学科試験及

び面接試験の得点 
合格発表の日から３月間 大阪府立東大阪 

高等職業技術専門校 

大阪府立夕陽丘高等職業 

技術専門校入校選考試験 

選考の順位並びに学科試験、面

接試験及び適性検査の得点 
合格発表の日から３月間 大阪府立夕陽丘 

高等職業技術専門校 

大阪府立南大阪高等職業 

技術専門校入校選考試験 

選考の順位並びに学科試験及

び面接試験の得点 
合格発表の日から３月間 大阪府立南大阪 

高等職業技術専門校 

大阪障害者職業能力開発校 

入校選考試験 

選考の順位並びに学科試験、面

接試験、適性検査及び運動検査

の得点 

合格発表の日から３月間 
大阪障害者職業 

能力開発校 

大阪府立高等学校入学者 
選抜 
・前期入学者選抜 
・海外から帰国した生徒の入学 
者選抜 

・中国帰国生徒及び外国人生徒 
入学者選抜 

・連携型中高一貫教育に係る 
入学者選抜 
・後期入学者選抜 
・二次入学者選抜 

・学力検査の得点、小論文検査

の得点、作文検査の得点、情

報活用力検査の得点、実技検

査の得点のうち請求者が受検

したもの 
・調査書中の各教科の評定 
・面接の評価、自己申告書の評

価及び調査書の中の総合所見

の評価 
前期入学者選抜（総合学科（エ

ンパワメントスクール）のみ） 

４月１日から同月 14日まで 

 

当該入学者選抜を 
実施した 
府立高等学校 

大阪府立高等支援学校 
入学者選抜 

・適性検査の得点 
・調査書中の各教科の評定 ４月１日から同月７日まで 

大阪府立高等 
支援学校 

大阪府立知的障がい高等 
支援学校職業学科入学者 
選抜 

・適性検査 
・作業検査 ４月１日から同月 14日まで 

当該入学者選抜を 
実施した府立知的 
障がい高等支援学校 

大阪府立大学工業高等専門 
学校入学者選抜 

・学力検査の得点、小論文検査

の得点のうち請求者が受験

したもの 
・調査書中の各教科の評定 

４月１日から同月 14日まで 大阪府立大学 
工業高等専門学校 

大阪府公立学校教員 
採用選考テスト第２次選考 

・筆答、実技、面接テストの 
得点 11月１日から同月８日まで 

教職員室 
教職員人事課 

（注）開示期間に休日等が含まれることにより、開示期間の始期及び終期がずれることがある。 
 

 

８ 事業者が取り扱う個人情報の保護に関する苦情相談等の状況 

事業者が取り扱う個人情報の保護に関する府民等からの苦情相談に対し、監督官庁に取り次ぐなど

の対応を行うとともに、個人情報保護法及び大阪府個人情報保護条例に関する知識の普及啓発に努め

た。 

 


